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(54)【発明の名称】 有機電界発光型ディスプレイの封止構造

(57)【要約】
【課題】  封止部材の基板への接着を十分に行うことが
でき、製造中に有機電界発光素子を劣化させない有機電
界発光型ディスプレイの封止構造を提供する。
【解決手段】  基板１０の上に有機電界発光素子１２が
形成されており、この有機電界発光素子１２は、平板状
のガラスで構成された封止部材１４を紫外線硬化性樹脂
からなる接着剤１６により基板１０に接着することによ
り封止される。この封止構造の内部には乾燥窒素が封入
される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  基板上に形成された有機電界発光素子を
外気から封止するための有機電界発光型ディスプレイの
封止構造であって、
有機電界発光素子を密封するためのガラス製の封止部材
が紫外線硬化性樹脂により基板に接着されており、
前記封止部材は、３００～３２０ｎｍの光の透過率が５
０％以上であることを特徴とする有機電界発光型ディス
プレイの封止構造。
【請求項２】  請求項１記載の有機電界発光型ディスプ
レイの封止構造において、前記封止部材は、平板上のガ
ラスであることを特徴とする有機電界発光型ディスプレ
イの封止構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、基板上に有機電界
発光素子が形成された有機電界発光型ディスプレイの封
止構造の改良に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来より、薄膜トランジスタ、有機発光
層等により構成された有機電界発光素子を基板上に形成
した有機電界発光型ディスプレイが提案されている。か
かる有機電界発光素子は、水分により劣化するので、直
接外気に触れさせることができない。このため、通常有
機電界発光素子は、封止部材により封止され、外気から
遮断されている。
【０００３】図３には、このような従来の有機電界発光
型ディスプレイの封止構造の例の断面図が示される。図
３において、基板１０上には有機電界発光素子１２が形
成されており、その周囲が金属製の封止部材１４で覆わ
れている。封止部材１４は、所定の接着剤１６により基
板１０に接着されて、有機電界発光素子１２を密封する
構造となっており、その内部には乾燥窒素が封入されて
いる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかし、上記従来の有
機電界発光型ディスプレイの封止構造においては、接着
剤１６として光硬化性樹脂を使用すると、封止部材１４
が金属製であることから、光硬化性樹脂を硬化するため
の光を基板１０側から入射させなければならず、製造上
の制約が大きいという問題があった。また、接着剤１６
を塗布する封止領域を確保するために外形が大きくなっ
てしまうという問題もあった。
【０００５】また、封止部材１４を基板１０に高い接着
強度で接着し、封止構造の内部への水分の侵入を防止す
る必要もあった。
【０００６】本発明は、上記従来の課題に鑑みなされた
ものであり、その目的は、封止部材の基板への接着を十
分に行うことができ、製造中に有機電界発光素子を劣化
させない有機電界発光型ディスプレイの封止構造を提供
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することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明は、基板上に形成された有機電界発光素子を
外気から封止するための有機電界発光型ディスプレイの
封止構造であって、有機電界発光素子を密封するための
ガラス製の封止部材が紫外線硬化性樹脂により基板に接
着されており、この封止部材は、３００～３２０ｎｍの
光の透過率が５０％以上であることを特徴とする。
【０００８】上記構成によれば、ガラス製の封止部材が
紫外線硬化性樹脂により基板に接着されており、この封
止部材の紫外線（３００～３２０ｎｍの光）の透過率が
高いので、封止部材を基板に強固に接着することができ
る。また、紫外線硬化性樹脂には、波長が３００～３２
０ｎｍの低波長側に光の吸収強度を持たせることにより
発熱しにくくすることができるとともに、従来のように
加熱による硬化をする必要がないため、有機電界発光素
子の熱劣化を回避できる。
【０００９】また、上記有機電界発光型ディスプレイの
封止構造において、封止部材は、平板上のガラスである
ことを特徴とする。
【００１０】上記構成によれば、封止部材が平板状のガ
ラスであるので、材料コストを低くすることができると
ともに、光硬化性樹脂の硬化のための光を封止部材側か
ら照射することが可能となる。このように、封止部材側
から光を照射できるので、基板が透明であれば、封止部
材と基板のいずれの側からでも光照射が可能となり、光
硬化性樹脂の硬化方法の自由度を向上できる。
【００１１】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態（以下
実施形態という）を、図面に従って説明する。
【００１２】図１には、本発明にかかる有機電界発光型
ディスプレイの封止構造の一実施形態の断面図が示され
る。図１において、基板１０の上には、有機電界発光素
子１２が形成されている。また、封止部材１４は紫外線
硬化性樹脂からなる接着剤１６により基板１０に接着さ
れることにより有機電界発光素子１２を密封し、外気か
ら封止する構成となっている。この場合の封止部材１４
は、平板状のガラスであり、紫外線、特に３００～３２
０ｎｍの光の透過率が５０％以上の材料が使用されてい
る。これにより、本実施形態にかかる封止構造を製造す
る場合に、紫外線硬化性樹脂である接着剤１６の硬化反
応を十分に行わせることができ、封止部材１４を基板１
０に十分な接着強度で接着することができる。なお、封
止部材１０と接着剤１６とによって構成された本実施形
態にかかる封止構造の内部には、従来と同様に乾燥窒素
が封入されている。
【００１３】このように、封止部材１４を基板１０に接
着する接着剤１６として紫外線硬化性樹脂を使用する
と、この樹脂が防水性に優れているため、封止構造内部
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の有機電界発光素子１２の劣化を防止でき、素子寿命を
長くすることができる。また、接着剤１６として熱硬化
性樹脂を使用した場合には、封止部材１４の基板１０へ
の接着時に、有機電界発光素子１２が高温にさらされ、
劣化する可能性が高いが、紫外線硬化性樹脂を使用する
ことにより加熱の必要がなく、また、樹脂の硬化のため
に照射される光の波長が３００～３２０ｎｍであって低
波長側に吸収強度を持つことから発熱しにくいので、有
機電界発光素子１２の熱劣化を回避することができる。
これによっても素子の寿命を長くすることができる。さ
らに、従来のように加熱することによりガラス基板に歪
みが生じるということも防止できる。
【００１４】また、本実施形態では、封止部材１４が平
板状のガラスであるので、その製作が容易であり、材料
の製造コストを低減することができる。
【００１５】さらに、封止部材１４を基板１０に紫外線
硬化性樹脂である接着剤１６により接着させる際には、
基板１０側と封止部材１４側のいずれからでも紫外線を
照射することが可能となる。このため、本実施形態にか
かる有機電界発光型ディスプレイの封止構造では、製造
方法の自由度を高めることができる。また、封止部材１
４側から光を照射できるので、基板１０上に有機電界発
光型ディスプレイを駆動する周辺ドライバを形成した場
合にも、従来のように、基板１０側から光を照射するに
当たり、そのドライバを回避して接着剤１６を配置する
ための封止領域を確保する必要がなくなり、小型化が可
能となる。
【００１６】図２には、本実施形態で使用される封止部
材１４の材料となるガラスの光透過率と、接着剤１６と
して使用される紫外線硬化性樹脂の光の吸収強度とを光
の波長ごとに示した図である。図２において、ガラスの
種類としてはＧ１、Ｇ２、Ｇ３の３種類が示されてい
る。また、紫外線硬化性樹脂は、Ｒ１、Ｒ２の２種類の
吸収強度が示されている。
【００１７】図２から分かるように、紫外線硬化性樹脂
の光吸収強度は、紫外線領域特に３００～３２０ｎｍの
範囲の波長の光で高くなっている。図２に示されたガラ
スＧ１、Ｇ２はこのような紫外線硬化性樹脂の光吸収強
度が特に高くなる波長３００～３２０ｎｍの範囲におけ
る光の透過率が５０％以上となっている。これに対して
ガラスＧ３では、この３００～３２０ｎｍの波長の光の
透過率が低く、本実施形態にかかる封止部材１４の材料*
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*としては不適当であると判断できる。
【００１８】封止部材１４の材料として、図２に示され
たガラスＧ１、Ｇ２を使用した場合に、この光透過率と
紫外線硬化性樹脂の光の吸収強度との積が紫外線硬化性
樹脂の種類ごとにそれぞれＧＲ１とＧＲ２として示され
ている。この封止部材１４の光の透過率と紫外線硬化性
樹脂の光吸収強度との積により、紫外線硬化性樹脂の硬
化反応の早さを判断することができる。すなわち、この
積が大きいほど硬化反応が早くなり、その結果、封止部
材１４を基板１０により強固に接着することが可能とな
る。図２に示されるように、本実施形態にかかるガラス
材料Ｇ１、Ｇ２を封止部材１４の材料として使用した場
合には、波長３００～３２０ｎｍの光における透過率と
吸収強度との積が大きくなり（ＧＲ１、ＧＲ２参照）、
光硬化性樹脂である接着剤１６の接着強度を十分に高め
ることができる。
【００１９】このような、波長３００～３２０ｎｍの光
の透過率が高いガラスとしては、例えば基板１０の材料
にも使用される無アルカリガラスが考えられる。また、
紫外線硬化性樹脂の例としては、カチオン系エポキシ樹
脂等が考えられる。
【００２０】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
３００～３２０ｎｍの光の透過率が５０％以上のガラス
により封止部材を構成したことにより、封止部材を基板
に接着する紫外線硬化性樹脂の接着強度を十分に高める
ことができる。
【００２１】また、封止部材としては平板状のガラスと
することにより、製造が容易となり、材料コストを低減
することもできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明にかかる有機電界発光型ディスプレイ
の封止構造の実施形態の断面図である。
【図２】  本実施形態に使用される封止部材の材料とな
るガラスの光透過率及び接着剤として使用される紫外線
硬化性樹脂の光の吸収強度を示す図である。
【図３】  従来における有機電界発光型ディスプレイの
封止構造の例の断面図である。
【符号の説明】
１０  基板、１２  有機電界発光素子、１４  封止部
材、１６  接着剤。
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